
令和４年１２月９日  

広島市環境局産業廃棄物指導課  

 

 

産業廃棄物処理施設の設置者に対する行政処分について 

 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第１５条の２の７の規定に

より、次のとおり、産業廃棄物処理施設の改善及び使用の停止を命令しました。 

 

１ 対象施設（対象者） 

 ⑴ 名   称 有限会社秀知産業 

⑵ 本社所在地 広島市安佐北区安佐町大字小河内字上堂原４７５９番地 

 ⑶ 代 表 者 代表取締役 中川 一直 

⑷ 施設の種類 焼却施設 

 ⑸ 施設所在地 広島市安佐北区安佐町大字小河内字堂原４５５７番地 

 

２ 処分の概要 

⑴ 処 分 内 容 産業廃棄物処理施設に対する改善及び使用の停止命令 

・排ガス中のダイオキシン類濃度が排出基準を超過した原因を調査し、必要な改善を行うこと 

・停止の期間は、排ガス中のダイオキシン類濃度が排出基準以下であることを本市が確認する

までの間 

⑵ 処分年月日 令和４年１２月９日 

⑶ 根 拠 規 定 廃棄物処理法第１５条の２の７ 

  

３ 処分の理由 

令和４年１１月１日の立入検査時に採取した排ガス中のダイオキシン類濃度の検査を行った結

果、排出基準（５ng-TEQ/㎥）を超過する７．４ng-TEQ/㎥のダイオキシン類濃度が検出された。 

このことは、廃棄物処理法第１５条の２の３第１項で規定された産業廃棄物処理施設の維持管

理の技術上の基準に適合していないため。 

 

処分についての連絡先 

広島市環境局産業廃棄物指導課 

電話：082－504－2226 

メール：sanhai@city.hiroshma.lg.jp 

 


